
参考資料５ 

「搬出困難な微量 PCB汚染廃電気機器等の設置場所における 

解体・切断方法」の概要 

 

１．本書の位置付け 

  本書は、微量 PCB汚染廃電気機器等のうち、発生場所や保管場所からの搬出・運搬が

困難である大型機器について、その搬出・運搬に当たって行われる解体・切断作業にお

ける留意事項を、「低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」（平成 25 年６月 環境

省）を補完するものとして、示すものである。 

 

２．主な内容 

（１）基本方針 

○ 本書は、大きさや重量等の要因から、設置又は保管された場所からの搬出が困難

な大型の変圧器等を保管する事業者が、これを予め運搬可能な大きさまで解体又は

切断する作業を自らの責任の下に行う場合に適用する。 

○ 作業実施に当たっては、微量 PCB 汚染廃電気機器等の構造や取扱等に関する知

識・経験を有する者の協力を得つつ、最適な方法を総合的に判断した上で実施する。 

○ 作業は、まずは、抜油及び付属品の取外し解体を行い、それでもなお、搬出が困

難な場合には、搬出可能な大きさ又は重量になるよう、筐体や内部構造物を切断す

る。 

○ 作業に伴う微量 PCB汚染絶縁油の飛散・流出、可燃物への着火、粉じん・騒音の

発生、ダイオキシン類等の発生といった安全管理上のリスクに対して適切な措置を

講ずるための作業手順等を計画の上、実施するとともに、当該リスクが大きいと考

えられる場合には、事前に関係自治体に必要な情報を連絡する。 

○ 微量 PCB汚染絶縁油の濃度が 50mg/kgを超える機器を切断する場合は、作業場所

の空気中等の PCB濃度のモニタリングを行うことを検討する。 

 

（２）大型変圧器の構造 

   大型変圧器の標準的な付属品及びコア構造物の例を図解するとともに、ブッシング

など別系統の絶縁油が封入されている付属品があることを注意喚起。 

 

（３）解体・切断作業の選定 

   基本方針に基づいた、解体・切断作業の選定フローの例を明示。 

 

（４）解体・切断作業の工程及び工程ごとの作業内容の詳細 

   解体・切断作業の全工程の例を明示するとともに、このうち、付属品取外し解体方

法並びに筐体、付属品及びコアの切断方法の事前確認、準備、作業方法及び留意事項

を明示。 


